
令和５年４月以降実施用

令和５年度　実施医療機関への支援　業務フロー

【 診 療 所 】 の場合 （市内約160施設）

ＹＥＳ ＮＯ

〇月〇日～〇月〇日までの間で

週100回以上の接種を４週間以上実施しましたか？

＜「診療所」における接種回数の底上げ業務＞

・週100回以上の接種を実施した週における接種回数

（2,000円／回）

＜新型コロナワクチン接種環境整備業務＞

・看護師等の人員増（3,000円／日・人）

・診療時間内特別枠確保（15,000円／日）

・予約専用回線増設等（500円／日）

※ 上記該当項目がある場合

※ 月額上限額：100,000円

※ ①時間外：当該医療機関の標ぼうする診療時間以外の時間

②夜 間 ：18時以降（医療機関の診療時間に関わらない））

③休 日 ：日曜日及び国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日。

なお、１月２日及び３日並びに12月29日、30日及び31日は、

休日として取り扱う。

加えて、土曜日も休日として取り扱う。

※ どちらか一方しか請求できません。

＜新型コロナワクチン接種環境整備業務＞

・看護師等の人員増（3,000円／日・人）

・診療時間内特別枠確保（15,000円／日）

・予約専用回線増設等（500円／日）

※ 上記該当項目がある場合

※ 月額上限額：100,000円

＜新型コロナワクチン接種報告業務＞

・ワクチン接種記録システム（ＶＲＳ）への登録（200円／件）

＜新型コロナワクチン接種報告業務＞

・ワクチン接種記録システム（ＶＲＳ）への登録（200円／件）

※ それぞれの週のうち、少なくとも１日は、時間外、夜間または

休日（※）に接種体制を用意している必要があります。

【 病 院 】 の場合 （市内25施設）

※ 令和5年4月は対象外です。
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